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§ 工事の概要 

 

工 事 名：令和７年度町道畑竹内線舗装修繕工事 

工事場所：南河内郡太子町 畑 地内 

工事期間：契約日の翌日より 令和７年７月３１日まで 

工事内容：別紙設計図書のとおり 

本工事の設計時期：本工事設計書は令和７年４月時点での労務・資材単価及び土木工事

標準積算基準(令和６年度版)に基づいて作成している。 

 

§ 特記事項 

 

１．一般適用事項 

ア）この仕様書は、太子町が施工する頭書の工事に適用を期するために、請負者

が厳守しなければならない工事仕様を示すものである。 

イ）本工事は、本特記仕様書及び図面に準じて施工することを原則とし、本特記

仕様書に記載されていない事項は、下記に準じて施工するものとする。 

①土木請負工事必携（大阪府都市整備部監修 最新版） 

【土木工事共通仕様書】 

【土木工事施工管理基準】 

【土木工事施工管理基準運用方針】 

②建設業法（昭和24年法律第100号） 

③道路法（昭和27年法律第180号） 

④労働安全衛生規則（昭和22年労働省令第9号） 

⑤公害対策基準法（昭和42年法律第132号） 

⑥騒音規制法施工令（昭和43年法律第498号） 

ウ）工事施工にあたっては請負者、監督員が本仕様書を改正する必要を認めたと

きには両者協議のうえ、変更又は追加を行うことがある。 

エ）工期内の休日等には、雨天、日曜日、祝日、及び年末年始休暇の他、工期内

の全土曜日を含んでいる。 

  



２．工事着手 

 

２．１ 工事看板の設置 

請負者は、工事の施工着手にあたり、工事現場の公衆が見やすい場所に工事内

容、工事期間、工事種別、発注者、施工者等を記載した標示板を設置しなければ

ならない。また、建退協や建設業の許可票等を現場に掲示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２ 書類の提出 

請負者は、本仕様書の【工事関係提出書類一覧】に示す書類を、定められた期間

内までに提出し、承認を受けなければならない。 

 

２．３ 調査測量 

ア）請負者は、工事契約後速やかに必要な測量を実施し、設計図面と現地の関係

を詳細に調査し、設計図面と現地の関係に相違を発見した際には監督員と協

議しなければならない。協議を怠って工事を実施したために生じた損害はす

べて請負者の負担とする。 

イ）仮ＢＭは、工事中に変動のない位置を選定し設置しなければならない。 

また、工事期間中は定期的に検査し十分な精度を有するよう努めなければ

ならない。 

ウ）既存の測量鋲は適切な方法にて保護しなければならない。 

エ）本工事に必要な測量に要する費用はすべて請負者の負担とする。 

 

２．４ 資材の使用 

ア）本工事に使用する資材等は、規格, 品質, 価格等が適正である場合は国内産

を優先して使用するものとする。 



イ）本工事に使用する資材等は、予め監督員の承諾を受けなければならない。 

 

２．５ その他 

ア）本工事着手に際し、地域住民や地権者に対して工事着手をＰＲし、工事が原

因となるトラブル、苦情の生じないように配慮すること。又、地域住民や地

権者より工事原因による苦情が発生したときはすみやかに処理に努めなけれ

ばならない。 

イ）付近の道路については、常に維持・清掃に努め、工事が原因で、汚損した場

合は速やかに復旧すること。 

ウ）現場作業員の服装、言動等風紀の保守に十分留意すること。 

 

３.現場管理 

ア）請負者は、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止に努めなけれ

ばならない。 

イ）請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上、地下の既設構造物に対し支障

を及ぼさないよう必要な防護工等の措置を施さなければならない。これに要

する費用は請負者の負担とする。 

なお、本工事以外の既設構造物及び埋設物に損傷を与えた場合には、請負者 

の負担に於いて速やかに修復し構造物の機能を回復しなければならない 

ウ）請負者は、工事の実施に影響を及ぼす事故、人命に損傷を生じた事故、又は

第三者に損傷を与えた事故が発生したときは、遅滞なくその状況を監督員に

報告すること。 

エ）請負者は、工事車両の出入りに使用する道路を常に巡回し、沿道の住民及び

利用者に迷惑のかからぬように注意し、十分な対策を講ずること。 

オ）請負者は、所轄警察署の許可条件を厳守し、安全管理に万全の策を工事なけ

ればならない。 

 

４．官公庁等への手続 

ア）工事施工に必要な関係官公庁、その他に対する手続き(通常請負者が手続き

を行うとされているもの)は、請負者において速やかに処理すること。 

イ）関係官公庁その他に対して、請負者が交渉要するとき又は、交渉を受けたと

きは遅滞なくその旨を監督員に報告すること。 

ウ）受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工

事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・変更・完

成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監

督職員の確認を受けたうえ、適宜登録機関に登録をしなければならない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速や 

かに監督職員に提示しなければならない。 

 



５．施工監理 

５．１ 工事全般 

ア）工事にかかる測点（官民境界等）は逃げ杭を設置し、工事完了後復元できるよ

うにすること。 

イ）工事に使用する材料等は、必ず使用する前に承認を受ける事。 

ウ）工事の段階、出来高等は随時、監督職員の検査を受ける事。 

エ）工事写真は、何を目的に撮っているかを明確にすること。出来形はスタッフを

添え、工事全景と部分の拡大の両方を撮影しておくこと。 

オ）工事中に検査や指示を受けた事、又は工事変更を協議した事などを、すべて工

事打合わせ簿に整理しておき、監督職員の確認を受けること。 

カ）各種検査や、試験等の結果については、随時整理しておく事。 

 

５．２ 舗装修繕工 

 ① 一般事項 

   ア）請負者は、舗設作業中に生ずる段差を下記により処理しなければならない。

なお、舗設段差の摺付に使用した合材を、次回の舗設に先だって取り除き、

清掃してからでなければ次の舗装を行ってはならない。 

イ）縦断方向の段差は一般交通の用に供さなければならない場合には、舗設中の 

合材により１：20以上の勾配で摺付けなければならない。 

また、縦断方向の摺付は、本線舗装と同時施工するものとし、締固めも同 

機種で行わなければならない。 

ウ）横断方向の段差は、生じないように施工するものとし、やむ得ず横断方向 

に段差を付した状態で、一般交通の用に供さなければならない場合には、舗

設中の合材により、１：５程度で摺付けなければならない。 

エ）支道・路肩の摺付は、本線舗装と平行して行うものとし、本線舗装と支道の

段差をつけないよう施工しなければならない。やむを得ず段差が生じる場合

の摺付勾配は１：10程度とし適切な保安施設を設置しなければならない。 

オ）請負者は、本線舗装の起終点摺付については、アスファルト合材の飛散等の

ないように、密着させなければならない。 

  

 ② 切削オーバーレイ工 

ア）請負者は、現道オーバーレイの施工前に現道部分の縦断・横断測量を実地

し、施工法（舗装構成区分・舗装構成毎の厚さ及び交通処理計画）・縦横断

計画高等を立案し監督職員の確認を得なければならない。 

イ）請負者は、表層において設計図書に示す厚さが確保できない場合、設計図書

に関して監督職員と協議しなければならない。 

 

 



６.工事記録写真 

ア）写真管理は、大阪府写真管理基準(案)及びデジタル写真管理情報基準（案）

によるものとする。 

イ）写真撮影は、全てカラー仕上げとして工事着手前、外部から明視できなくな

る箇所の施工状況、重要な工事段階及び完成後等の工事状況を撮影し、アル

バムに整理説明して監督員に提出するものとする。 

ウ）写真撮影にあたっては、測定の確定ができるように図面及び対象物の関連を

つけ、被写体には切削深、舗装厚、その他の施工寸法が判明できるようスタ

ッフ、折尺等をあてる。又、工種、測点、設計寸法、実測寸法、施工時期、

その他必要事項を記入した小黒板を置いて撮影し、焼付後の整理及び確認の

便とする。現場にはデジタルカメラを常備し、協議すべき現場写真等は、撮

影し監督員と協議する。 

エ）アルバムの整理は、撮影順に張り付け入ることなく、必要に応じて説明文を

附し、関連工種ごとに整理すること。 

 

７.品質管理 

ア）本工事における品質管理については、大阪府工事施工管理基準（品質管理基

準及び規格値）に基づき行う。（必須区分は必ず実施） 

また、その他必要に応じて監督員の指示する試験、品質管理については監督

員の指示に従い実施、提出するものとする。 

イ）この仕様書に規定のない材料については、日本工業標準調査会制定の日本工

業規格（JIS）及びこれらに準ずる規格に適合するもので監督員の承認を得た

ものでなければならない。 

ウ）工事材料は、使用に先立ち検査を受け合格品は予め協議した場所に整理し、

随時甲の点検ができるように保管しなければならない。 

エ）本工事に必要な品質管理に要する費用は、すべて請負者の負担とし、その結

果を報告書により提出するものとする。 

 

８．安全管理 

ア）安全施設等は、道路工事保安施設基準、所轄警察署の許可条項を順守し安全

管理、災害・事故の防止に努めなければならない。 

イ）工事現場に工事表示等を設置し、道路交通法に準じて監督員と協議のうえ、

規制表示・警戒表示協力依頼表示・バリケード等を適切に設置するものとす

る。 

ウ）工事区間内に車両又は歩行者の通行があるときは、これらの通行に十分な配

慮するとともに交通誘導員を置き、交通の安全と円滑化を図ること。 

 

 



９．竣工図面 

ア）本工事完了の際は、出来形図面（工事平面図に実施出来形を赤書）を作成し

て監督員へ提出し竣工検査を受け、竣工検査後に竣工図面を作成する。尚、

図面の様式は任意であるが、監督員の承認を受けるものとする。 

イ）竣工図面の電子デ－タを作成し提出するものとする。 

 

１０．産業廃棄物の管理 

ア）建設廃材（工事施工に伴って生じた廃棄物、工作物の除去に伴って生じたコ

ンクリートの破片その他これに類する不要物）の運搬処分については廃棄物

の処理及び清掃に関する法律など関係法令を遵守し、請負者の責任で行わな

ければならない。 

イ）請負者は、建設廃材の処分後に、生活環境の保全、公衆衛生又はその他の問

題が生じた場合は、自らの責任において速やかに解決しなければならない。 

ウ）残塊の運搬距離については大阪南部リサイクルセンター（富田林市）6.0 km

を見込んでいる。但し、指定処分地に処分できない場合は、事前に協議しな

ければならない。（リサイクル施設に限る。） 

エ）残塊処理については、マニフェストシステムで管理すること。 

オ）建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対

象建設工事である場合は、法及び同法施行令を遵守すること。また、再資源

利用計画書・再資源利用促進計画書により入力した、計画データを提出する

しなければならない。 

  



１１．提出書類 

本工事に係る必要書類の提出については、下記の表を基準としているが、監督職員

との協議により追加、省略することがある。 

 

【工事関係提出書類一覧】 

書類名 作成者 宛て名 部数 備考 

着工届 請負者 契約者の甲 ２ 着工の日 

工事工程表 〃 〃 ２ 契約後１４日以内 

現場代理人等通知書 〃 〃 ２ 契約後遅滞なく 

現場代理人等経歴書 本人 〃 ２ 〃 

下請指導責任者届 請負者 〃 ２ 〃 

労災関係成立証明書 〃 〃 ２ 〃 

建退協掛金収納書 〃 〃 ２ 〃 

工事履行保険証書 〃 〃 ２ 〃 

工事外注計画書 〃 〃 ２ 〃 

下請業者通知書 〃 〃 ２ 〃 

施工体制台帳 〃 〃 ２ 〃 

施工計画書 変更契約後はその都度変更 ２ 契約後１５日以内 

実施工程表 計画に対し実施が確認できるもの １ 竣工検査時 

工事月報 半月毎、実施内容、検査等記入 １ 翌月５日まで 

承諾書 使用する材料及び特殊工法すべて １ その都度 

材料確認書 工事に使用する資材 １ 確認を受けるとき 

段階確認書 出来形の確認等 １ 〃 

工事打合簿 現場代理人と監督職員と相互 １ 〃 

出来形管理関係図書 舗装面積等 １ 竣工検査時 

品質管理関係図書 舗装試験等 １ 〃 

材料納品伝票 設計、納品、使用の数量一覧表付 １ 〃 

産業廃棄物関係 マニュフェスト伝票 １ 〃 

警備報告書 警備実施日について、内容、人数等 １ 〃 

工事写真帳 施工前後、出来形、状況等 １ 監督職員の指示する時点 

完成通知書 請負者 契約書の甲 ２ 工事完成の日 

引渡書 請負者 契約書の甲 ２ 検査終了後引渡し時 

請求書 請負者 契約書の甲 ２ 請求しようとする日 

     

 

※この他にも監督職員により必要と指示されたものはその都度提出すること。 

 


